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指定都市「国の施策及び予算に関する提案（通称「白本」）」について 

 
 

１ 趣旨・目的 

   指定都市では、近年の社会経済情勢の変化に伴い、社会保障制度の充実向上など

様々な財政需要が増加しているが、これらの財政需要に対して税制上十分な措置が

なされていないことに加え、地方法人税の影響により、都市税源の更なる確保が厳

しい状況になるなど、財政運営は極めて厳しい状況に置かれている。 

   指定都市は、このような状況の中でも、圏域における中核都市として、先駆的か

つ先導的な役割を果たすことが不可欠であり、また、少子・高齢化対策を始めとす

る様々な緊急かつ重要な施策を、積極的に推進していく必要がある。 

   そこで、大都市特有の行政課題に対応するために必要な制度や政策の創設・改善

等について、指定都市市長会及び議長会連名で国や政党に対して、令和５年度の国

の予算編成に当たり適切な措置を講ずるよう、提案・要請するものである。 

 

２ 令和５年度指定都市提案（令和４年度作成分）について 

（１）提案の作成経過 

〇令和４年４月 原局局長会議及び指定都市市長会において、提案項目・内容を 

調整 

〇令和４年６月 指定都市市長会（窓口・財政担当局長会議）にて提案（案）が 

決定 

〇令和４年７月 市長及び議長の了承を得て、提案確定 

    

（２）提案項目 

＜新型コロナウイルス感染症関係＞（１項目） 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と社会経済活動の両立に向けた対応 

＜税財政・大都市制度関係＞（５項目） 

① 真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正 

② 大都市税源の拡充強化 

③ 国庫補助負担金の改革 

④ 地方固有の財源である地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

⑤ 多様な大都市制度の早期実現 
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＜個別行政分野関係＞（１０項目） 

⑥ 子ども・子育て支援の充実   

⑦ 「ＧＩＧＡスクール構想」の推進に向けた制度の充実 

⑧ 地方公共団体情報システムの標準化・共通化の課題の解決 

⑨ 子育て家庭等の経済的負担の軽減措置や子どもの貧困対策 

⑩ 脱炭素社会の実現 

⑪ ウィズコロナ・ポストコロナ時代における 

中小企業等の事業継続と前向きな取組への支援 

⑫ インフラ施設の長寿命化対策 

⑬ 地域医療体制の維持に対する必要な財政支援 

⑭ 義務教育施設等の整備促進 

⑮ 下水道事業における国土強靱化のための財源の確保 

 

３ 今年度の要請活動について 

各指定都市が分担して、関係府省、政党及び地元選出国会議員に対する要請活動を

実施する。 

※本市は今年度、文部科学省への要請を担当。 
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指定都市「令和４年度 国の施策及び予算に関する提案」（白本）の 

主な成果について 
 
 
●：提案 
○：成果 
 
１．（新型コロナウイルス感染症に係る）新型コロナウイルスワクチン接種に係

る国の措置 

●指定都市など大都市部において、地方自治体に新たな負担を生じさせるこ

となく、政府によるワクチン接種会場の設置・運営等により、ワクチン接種

の加速化を図ること。また、地方自治体が設置する大規模会場での接種に対

して、必要となるワクチンを確実に確保するとともに、地方自治体の負担が

生じないよう、必要とされる額の財政措置を遺漏なく講ずること。 
○令和４年１月 11 日に新型コロナウイルスワクチンの３回目接種を加速する

ため、自衛隊が運営する大規模接種センターを再び開設することとされた。

また、厚生労働省は令和３年度補正予算において「ワクチン接種体制の確保

等」として予算措置している。 
 
２．地方固有の財源である地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止 

●地方交付税は地方固有の財源であることから、国の歳出削減を目的とした

総額の一方的な削減は決して行わず、大都市特有の財政需要を反映させるな

ど、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスの提供に必要な額を確

保すること。 
○国の加算など地方交付税の原資を最大限確保することにより、地方交付税

総額について前年度を 6,153 億円上回る 18 兆 538 億円が確保された。 

 
３．下水道事業における国土強靱化等のための財源の確保 

●国民の安全で安心な暮らしを持続するため、下水道事業における浸水・地

震・老朽化対策など国土強靱化のための対策について、必要な財源の確保を

行うこと。 
○令和２年 12 月 11 日に「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策」が閣議決定され、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」、

「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策の加速」等

について、取組の更なる加速化・深化を図ることとなった。その結果、加速

化対策として、令和３年度から７年度までの５か年で、約 15 兆円程度の事
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業規模をもって重点的かつ集中的に対策を講ずることとなっており、令和４

年度予算案では、ほぼ前年並みの１兆 3,973 億円が計上されている。 

また、浸水対策については、個別補助事業として令和２年度より「大規模

雨水処理施設整備事業」が創設されるなど制度の充実が図られており、令和

4 年度予算案では、前年度比 140.5％となる 61,359 億円が計上されている。 
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